
平成

名

年 月 日 火曜日

山
生

機
関

山 口 県

生救救土急
○
公特

（定期）報

○
告生生生生 毎

第 号

医

療称

所

告

口
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

急
病
院
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（

急
病
院
の
認
定
（
地
域
医
療
推
進
室

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
者

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

週
火
・
金
曜
日
発
行

機

関

在

地

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
口
県
知

関
の
指
定
（
六
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

地
域
医
療
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

廃

止

年

月

日

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

セ
ガ
ミ
薬
局
宇
部
店

あ
ん
ず
薬
局

名

称

山
口
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

く
ら
し
げ
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ

クう
ち
だ
眼
科

岐
陽
内
科

椙
山
歯
科
医
院

藤
田
歯
科
医
院

た
な
べ
歯
科

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
三

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

医

療

新
下
薬
局
藤
曲
店

ク
ス
リ
の
く
に
ひ
ろ
薬
局
興
産

病
院
前
店

ク
ス
リ
の
く
に
ひ
ろ
薬
局
光
店

ク
ス
リ
の
く
に
ひ
ろ
政
所
薬
局

銀
座
薬
局

河
東
調
剤
薬
局

ク
ス
リ
の
く
に
ひ
ろ
太
華
薬
局

村
上
愛
日
堂
医
院

み
ち
が
み
医
院

山
縣
医
院

岐
陽
診
療
所

椙
山
歯
科
医
院

藤
田
歯
科
医
院

た
な
べ
歯
科

宇
部
市
大
字
西
岐
波
七
三
〇
の

〃

東
藤
曲
二
丁
目
五
番
一

所

在

山
口
市
赤
妻
町
七
番
一
三
号

防
府
市
大
字
田
島
一
四
九
〇
の

長
門
市
東
深
川
六
二
の
四
五

周
南
市
栄
町
二
丁
目
四
一
の
二

宇
部
市
松
島
町
九
番
五
号

〃

沼
二
丁
目
一
〇
番
一
六

山
口
市
黒
川
二
三
〇
五
の
三

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

三
日

山
口

機

関

宇
部
市
東
藤
曲
二
丁
目
五
番
一

〃

大
字
西
岐
波
七
三
〇
の

光
市
木
園
一
丁
目
五
番
二
八
号

周
南
市
政
所
三
丁
目
五
番
二
七

〃

銀
座
二
丁
目
三
四

〃

河
東
町
九
番
二
二
号

〃

桜
木
三
丁
目
一
番
二
四

防
府
市
大
字
和
字
九
四

光
市
大
字
浅
江
二
四
〇
〇
の
一

周
南
市
大
字
久
米
三
三
〇
三
の

〃

本
町
一
丁
目
二
八

宇
部
市
松
島
町
九
番
五
号

〃

沼
二
丁
目
一
〇
番
一
六

山
口
市
黒
川
二
三
〇
五
の
三

一

一

〃

〃

三
号

〃

〃

地

平
成
二
一
、

五
、

一

〃

〃

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

号

〃

〃

〃

〃

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

三
号

〃

〃

〃

一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

号

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

号

〃

〃

〃

平
成
二
一
、

三
、
三

四

〃

二
、
二

四

〃

〃

〃

〃

三
、
三

〃

〃

〃

号

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃〃 一〃〃〃〃〃〃 の 一八一

告

示



平

宇
部

祉
協

成 年 月 日 火曜日

る
同

の
届居氏称

社
会

山 口

施氏本
西
井

山
生

（定期）県 報

山
生

十
九

た
。

第 号

め
ば

セ
ガ

ミ
サ

セ
ガ

セ
ガ

セ
ガ

セ
ガ

市
社
会
福

議
会

二
丁
目
四
番
二

〇
号

の事

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人

宇
部
市
琴
芝
町

宇

施

術
者
の

名

名

称

一
浩

わ
か
ば
整
骨
院

好
幸

西
井
整
骨
院

口
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

口
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

え
薬
局
田
島
店

防
府

ミ
薬
局
光
店

光
市

サ
ン
薬
局

長
門

ミ
銀
座
薬
局

周
南

ミ
薬
局
河
東
店

〃

ミ
薬
局
政
所
店

〃

ミ
薬
局
太
華
店

〃

き
ヘ
ル
パ
ー

業
所

木
四
四
二
の
一

一

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

部
社
協
く
す

宇
部
市
大
字
船

術

所

所

在

地

山
口
市
小
郡
上
郷
二
五
五
〇
の

八萩
市
大
字
唐
樋
町
四
二

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条

の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施

山
口
県
知

市
大
字
田
島
一
四
九
〇
の
六

木
園
一
丁
目
五
番
二
八
号

市
東
深
川
六
二
の
五
一

市
銀
座
二
丁
目
三
四

河
東
町
九
番
二
二
号

政
所
三
丁
目
五
番
二
七
号

桜
木
三
丁
目
一
番
二
四
号

護

三
、
三
一

お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

訪
問
介

平
成
二
一
、

指

定

年

月

日

九

平
成
二
一
、

四
、

六

〃

五
、

一

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

術
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

事

二

井

関

成

〃

五
、

〃

〃

四
、

〃

〃

五
、

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

医
療
法
人
樹
一

会

山
口
市
駅
通

二
丁
目
三
番

四
号

事
業
所

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
社
会
福

祉
協
議
会

宇
部
市
琴
芝

二
丁
目
四
番

〇
号 一

番
一
一

ウ
エ
ル
ビ
ィ
山
口

株
式
会
社

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

株
式
会
社
フ
ル
ケ

ア
成
和
山
口
福
祉

山
口
市
江

一
三
の
六

株
式
会
社
フ
ル

ケ
ア
成
和
山
口

福
祉
事
業
所

山
口
市
江
崎

二
一
三
の
六

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル

ビ
ィ
株
式
会
社

広
島
市
西

セ
ン
タ
ー

医
療
法
人
樹
一

会

山
口
市
駅
通

二
丁
目
三
番

四
号

サ
ン
キ
・
ウ
エ

ル
ビ
ィ
株
式
会

社

広
島
市
西
区

工
セ
ン
タ
ー

丁
目
一
番
一

号

ウ
エ
ル
ビ
ィ
山

口
株
式
会
社

〃

〃
〃

〃
り二

山
口
病
院
訪
問

介
護
事
業
所

山
口
市
駅

二
丁
目
三

四
号

事
業
所

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

町二

宇
部
社
協
く
す

の
き
ヘ
ル
パ
ー

事
業
所

宇
部
市
大

木
四
四
二

一

号

タ
ー
周
南
久
米

〃

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン

タ
ー
小
野
田

山の五

者

特
定
福
祉
用
具
販

務
所

名

称

所

崎
二
二

株
式
会
社
フ
ル
ケ

ア
成
和
山
口
福
祉

山一

二

株
式
会
社
フ
ル

ケ
ア
成
和
山
口

福
祉
事
業
所

山
口
市
江

二
一
三
の

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

区
商
工

六
丁
目

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン

周三

り二

山
口
病
院
訪
問

介
護
事
業
所

山
口
市
駅

二
丁
目
三

四
号

商六一

サ
ン
キ
・
ウ
エ

ル
ビ
ィ
介
護
セ

ン
タ
ー
周
南
久

米

周
南
市
大

米
三
五
〇

一

〃

サ
ン
キ
・
ウ
エ

ル
ビ
ィ
介
護
セ

ン
タ
ー
小
野
田

山
陽
小
野

日
の
出
町

目
一
五
番

号

通
り

番
二

〃

〃

〃

〃

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地字
船

の
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
一
、

三
、
三

陽
小
野
田
市
日

出
町
三
丁
目
一

番
二
八
号

平
成
二
〇
、

九
、
三

売
事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

口
市
江
崎
二
二

三
の
六

平
成
二
一
、

四
、
三

崎
二

六

福
祉
用

具
貸
与

平
成
二
一
、

四
、
三

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

南
市
大
字
久
米

五
〇
三
の
一

平
成
二
一
、
三
、
三

通
り

番
二

〃

〃

〃

〃

字
久

三
の

〃

〃

〃

〃

田
市
三
丁
二
八

〃

平
成
二
〇
、
九
、
三

二

一 〇〇 〇一 〇



平成 年 月 日 火曜日

氏称特
定

動
法

の
里

社
会

む
べ

株
式

山 口 県

山
生

介
護居

（定期）報

ケ
ア

福
祉

特
定名

株
式

ア
成
事
業

第 号

サ
ン

ル
ビ

社ウ
エ

口
株

株
式

八
九
六

タ

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

非
営
利
活

人
い
い
日

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

い問シ

福
祉
法
人

の
里

宇
部
市
大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

むサタ

会
社
朝
日

山
陽
小
野
田
市

大
字
小
野
田
一

あサ

口
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

宅

介

護

事

業

者

成
和
山
口

事
業
所

二
一
三
の
六

ケ福

介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
フ
ル
ケ

和
山
口
福
祉

所

山
口
市
江
崎
二
二

一
三
の
六

キ
・
ウ
エ

ィ
株
式
会

広
島
市
西
区
商

工
セ
ン
タ
ー
六

丁
目
一
番
一
一

号

サルン米

ル
ビ
ィ
山

式
会
社

〃

〃

〃

〃

〃

サルン

会
社
フ
ル

山
口
市
江
崎
二

株
ー

一
三
五
の
四
六

名

称

所

在

地

い
日
の
里
訪

看
護
ス
テ
ー

ョ
ン

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

べ
の
里
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー
東
本
町

宇
部
市
東
本
町

一
丁
目
二
番
七

号

さ
ひ
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

山
陽
小
野
田
市

大
字
小
野
田
一

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

ア
成
和
山
口

祉
事
業
所

二
一
三
の
六

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

名

称

所

株
式
会
社
フ
ル
ケ

ア
成
和
山
口
福
祉

事
業
所

山
口
市

一
三
の

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
介
護
セ

タ
ー
周
南
久

周
南
市
大
字
久

米
三
五
〇
三
の

一

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
介
護
セ

タ
ー
小
野
田

山
陽
小
野
田
市

日
の
出
町
三
丁

目
一
五
番
二
八

号

式
会
社
フ
ル

山
口
市
江
崎
二

種
類

指
定
年
月
日

訪
問
看

護

平
成
二
一
、

一
、

一

通
所
介

護

〃

五
、

〃

〃

平
成
二
〇
、

九
、

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

防
福
祉

用
具
貸

与

四
、
三
〇

売
事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

江
崎
二
二

六

平
成
二
一
、

四
、
三
〇

〃

〃

〃

〃

〃

平
成
二
〇
、

九
、
三
〇

介
護
予

平
成
二
一
、

医
療
法
人
新
生
会

岩
国
市
多

目
一
〇
一

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
む

べ
の
里

宇
部
市
大

恵
三
二
〇

慈
生
会

四
一
四
七
の

特
定
非
営
利
活

動
法
人
熊
毛
清

風
会

周
南
市
大
字

尾
三
一
三

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

会
支
部
山
口
県

済
生
会

株
式
会
社
ひ
ま

わ
り

下
関
市
一
の

卸
本
町
三
番

〇
号

特
定
非
営
利
活

動
法
人
い
い
日

の
里

大
島
郡
周
防

島
町
大
字
椋

一
三
三
八
の

医
療
法
人
社
団

萩
市
大
字
山

特
定
非
営
利
活

動
法
人
い
い
日

の
里

大
島
郡
周
防

島
町
大
字
椋

一
三
三
八
の

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

宇
部
市
大
字

須
恵
三
二
〇

一

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

山
口
市
緑
町

番
一
一
号

本
町

田
三
丁

の
五

い
し
い
記
念
介
護

保
険
相
談
室

岩目

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

三
日

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

字
東
須

の
一

む
べ
の
里
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
東

宇丁

一

ム
華
房
福
栄

下
三
五
〇

一

清

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
お
か
で
ら
荘

周
南
市
大

口
二
六
二

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

タ
ー
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
福

寿
園
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

宮三

株
式
会
社
ひ
ま

わ
り
山
口
支
店

防
府
市
鋳

町
九
番
三

大野一

小
規
模
多
機
能

た
す
け
愛
の
里

大
島
郡
周

島
町
大
字

一
三
三
八

田

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

萩
市
大
字

大野一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
し
た
の
里

大
島
郡
周

島
町
大
字

下
庄
一
六

三

東の

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
む
べ
の

里
博
愛
園

宇
部
市
中

丁
目
七
番

号

二

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

山
口
市
朝

五
番
四
号

三

国
市
多
田
三
丁

一
〇
二
の
一

〃

〃

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

部
市
東
本
町
一

目
二
番
七
号

平
成
二
一
、

五
、

七
の

対
応
型

共
同
生

活
介
護

〃

字
樋

の
一

〃

平
成
二
〇
、

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

物
師
八
号

福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

防
大

椋
野
の
一

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

平
成
二
〇
、

〃

福
井

認
知
症

平
成
二
一
、

防
大

東
安

一
の

〃

〃

一
一
、

村
二

一
八

短
期
入

所
生
活

介
護

平
成
二
一
、

四
、

倉
町

〃

〃

〃

〃 一 〃〃、 〃〃 〃〃〃



平

動
法

の
里

成 年 月 日 火曜日

特
定

動
法

の
里

社
会

む
べ

株
式

特
定

山 口

山
生

介
護介氏称

（定期）県 報

特名
株
式
り

第 号

株
式

山
生

介
護

人
い
い
日

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

あ

非
営
利
活

人
い
い
日

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

い問シ

福
祉
法
人

の
里

宇
部
市
大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

むサタ

会
社
朝
日

山
陽
小
野
田
市

大
字
小
野
田
一

八
九
六

あサタ

非
営
利
活

大
島
郡
周
防
大

デ

口
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ひ
ま
わ

下
関
市
一
の
宮
卸

本
町
三
番
三
〇
号

会
社
朝
日

山
陽
小
野
田
市
大

字
小
野
田
一
八
九

六

口
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付

し
た
の
里

島
町
大
字
東
安

下
庄
一
六
一
の

三

い
日
の
里
訪

看
護
ス
テ
ー

ョ
ン

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

べ
の
里
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー
東
本
町

宇
部
市
東
本
町

一
丁
目
二
番
七

号

さ
ひ
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

山
陽
小
野
田
市

大
字
小
野
田
一

一
三
五
の
四
六

イ
サ
ー
ビ
ス

大
島
郡
周
防
大

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

山
口
県
知

特
定
福
祉
用
具
販
売
事

名

称

所

株
式
会
社
ひ
ま
わ

り
山
口
支
店

防
府
市

九
番
三

あ
さ
ひ
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

山
陽
小

字
小
野

五
の
四

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

一
一
、

〃

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
一
、

一
、

一

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

五
、

〃

〃

平
成
二
〇
、

九
、

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

鋳
物
師
町

八
号

平
成
二
一
、
四
、

一

野
田
市
大

田
一
一
三

六

平
成
二
〇
、

九
、

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

お
り
指
定
し
た
。

愛
会

一
六
五
五

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
恩

賜
財
団
済
生
会
支

部
山
口
県
済
生
会

山
口
市
緑

一
一
号

社
会
福
祉
法
人
防

府
市
社
会
福
祉
事

業
団

防
府
市
鞠

二
番
二
号

社
会
福
祉
法
人
博

〃

大

風
会

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

動
法
人
い
い
日

の
里

島
町
大
字
椋

一
三
三
八
の

医
療
法
人
社
団

慈
生
会

萩
市
大
字
山

四
一
四
七
の

特
定
非
営
利
活

動
法
人
熊
毛
清

周
南
市
大
字

尾
三
一
三

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会
支
部
山
口
県

済
生
会

山
口
市
緑
町

番
一
一
号

株
式
会
社
ひ
ま

わ
り

下
関
市
一
の

卸
本
町
三
番

〇
号

特
定
非
営
利
活

大
島
郡
周
防

支
援
セ
ン
タ
ー

一

ー

介
護
予
防
支
援

務
所

名

称

所

町
二
番

山
口
市
中
央
地
域

包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

山番

生
町
一

防
府
東
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

防目

字
台
道

防
府
西
地
域
包
括

〃

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

三
日

山
口

野一

た
す
け
愛
の
里

島
町
大
字

一
三
三
八

田一

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
華
房
福
栄

萩
市
大
字

下
三
五
〇

一

清

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
お
か
で
ら
荘

周
南
市
大

口
二
六
二

二

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
福

寿
園
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

山
口
市
朝

五
番
四
号

宮三

株
式
会
社
ひ
ま

わ
り
山
口
支
店

防
府
市
鋳

町
九
番
三

大

小
規
模
多
機
能

大
島
郡
周

六
八
四

〃

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

口
市
朝
倉
町
五

四
号

平
成
二
一
、

四
、

府
市
天
神
一
丁

六
番
二
〇
号

〃

〃

大
字
台
道

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

椋
野
の
一

防
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護

〃

福
井

七
の

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

平
成
二
一
、

〃

字
樋
の
一

〃

平
成
二
〇
、
〃

倉
町

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

平
成
二
一
、

四
、

物
師
八
号

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

〃

〃

防
大

介
護
予

平
成
二
〇
、

四

〃 一〃 、 〃〃〃 一〃



平成

り
、

年 月 日 火曜日

山
口

病
院

医
療

院山
救

山 口 県

山
次

一
項名

独
立

セ
ン

（定期）報

特
定名

株
式

り

第 号

医
療

山
生

介
護

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認

県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
滝

法
人
聖
比
留
会
厚
南
セ
ン
ト
ヒ
ル

口
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

口
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を

に
規
定
す
る
病
院
で
な
く
な
っ
た

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

称

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
関
門
医

タ
ー

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ひ
ま
わ

下
関
市
一
の
宮
卸

本
町
三
番
三
〇
号

法
人
博
愛
会

〃

お
茶
屋
町

二
番
一
二
号

口
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用

定
し
た
。

部

〃

豊
北
町
大
字
滝
部

病

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
一

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

。

山
口
県
知

所

在

療

下
関
市
後
田
町
一
丁
目
一

山
口
県
知

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

名

称

所

株
式
会
社
ひ
ま
わ

り
山
口
支
店

防
府
市

九
番
三

防
府
南
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

〃丁
目
一

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関

三
六
六
九
の
一

〇
八第

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

事

二

井

関

成

地

番
一
号

事

二

井

関

成

売
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

鋳
物
師
町

八
号

平
成
二
一
、

四
、

一

三
田
尻
一

番
二
四
号

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

萩

市

三

見

滝

一

区
域
の
名
称

手
水
川

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

一
号
と
二
十
一
号
を
結
ん
だ

市

名

大

字

名

字

山
口
市
仁
保
土
地
改
良
区

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
四

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

土
地
改
良
区
の
名
称

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

名

称

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
関
門
医
療
セ
ン
タ
ー

下

周
南
市
立
新
南
陽
市
民
病

院

周

ノ

口

八
六
九
の
一

山
口

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
一

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

名

地

番

平
成
二
一
、

六

号
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

三
日 号

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

三
日

山
口

認

可

年

月

三
日

山
口

所

在

関
市
長
府
外
浦
町
一
番
一
号

南
市
宮
の
前
二
丁
目
三
番
一
五
号

五

一
号

県
知
事

二

井

関

成

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

標

柱

番

号

、
一
五

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

二

井

関

成

日
県
知
事

二

井

関

成

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

平
成
二
四
、

四
、
一
四

〃

〃

二
〇

柱 三 地 限



平
成
二

平
成
二

平

萩

成 年 月 日 火曜日

一二
と

市

山 口

〃〃〃〃〃〃

（定期）県 報

〃〃〃〃〃〃〃〃

第 号

〃〃〃〃〃〃
十
一
年
六
月
二
十
三
日
印
刷

十
一
年
六
月
二
十
三
日
発
行

市

椿

東

奈

古

区
域
の
名
称

越
ケ
浜

地
区

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区

名

大

字

名

字

〃

〃

〃

上

水

〃

〃

〃

〃

〃

滝

ノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

西

金

〃

水

〃

〃

〃

手

水

〃

水

〃

〃

〃

滝
ノ
口

蟹
ケ
谷

〃

〃

〃

蟹

ケ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

屋

一
一
八
九
の
三
九

る
標
柱
一
号
か
ら
五
号
ま
で
を

域名

地

番

四
三
二

無

一
一
六
一
の
二

一
一
四
六
の
一

一
一
四
〇

口

八
六
〇
地
先

八
五
七

九
〇
三
の
一

三
五
一

谷

三
五
二

無

四
二
八

四
二
八

川

四
二
七

無

四
三
〇

四
三
三

及
び

三
三
五
、
三
三
六
、
八
六

五
、
八
六
六
及
び
八
九
七

地
内

三
三
五
、
三
三
六
、
八
六

五
、
八
六
六
及
び
八
九
七

地
内

谷

三
三
七

三
三
七

三
三
八

九
〇
三
の
一

県

庁
知
事

一
号

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

標

柱

番

号

十
六
号

十
七
号

十
八
号

十
九
号

二
十
号

二
十
一
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
陽
小
野
田
市
民
の
相
互

の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
施
策
を

め
、
も
っ
て
心
豊
か
で
ふ
れ

貢
献
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
〇
七
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

公

の
絆
を
大
切
に
す
る
連
帯
意
識
の

講
じ
る
と
と
も
に
、
会
員
の
福
祉

あ
い
交
流
の
あ
る
安
全
で
安
心
し

三
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

じ
ち
れ
ん
山
陽
小
野
田

岡
本

志
俊

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

一
一
八
九
の
三
〇
及
び

一
八
九
の
一
一
六
地
内

一
一
八
九
の
二

一
一
八
九
の
二

一
一
八
九
の
三
九

告

高
揚
及
び
良
好
な
生
活
環
境
の
享

の
増
進
及
び
福
利
厚
生
の
充
実
に

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

目
一
番
一
号

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
一
年

県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

一

二
号

三
号

四
号

五
号

六

受努に お八縦

公

告


